
 

船舶事故調査報告書 

令和４年５月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年７月３０日 ０４時４９分ごろ 

発生場所 長崎県小値賀
お ぢ か

町小値賀島西方沖 

五島
ご と う

白瀬
し ろ せ

灯台から真方位２７６°２７.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°１３.５′ 東経１２８°１５.７′） 

事故の概要 ばら積み貨物船ANDREA
ア ン ドレ ア

 PALLADIO
パ ラ デ ィ オ

は、南南東進中、また、漁船１０

１祐将
ゆうしょう

は、東進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和３年８月２日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ  ばら積み貨物船 ANDREA PALLADIO（パナマ共和国籍）、    

５０,９０７トン 

   ９４１４８９０（ＩＭＯ番号）、FORWARD GLORIA NAVIGATION 

S.A. 

Ｂ 漁船 １０１祐将、１８トン 

ＮＳ２－２３３７４（漁船登録番号）、丸一水産株式会社 

第２９２－４７９５１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（フィリピン共和国籍）、締約国資格受有者承認証 船長

（パナマ共和国発給） 

航海士Ａ（フィリピン共和国籍）、締約国資格受有者承認証 航

海士（パナマ共和国発給） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部に破損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 ４、視界 良好 

海象：うねり 波向南西、波高約１ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１９人（全員フィリピン共和国

籍）が乗り組み、法定灯火を表示し、航海士Ａ及び甲板手が船橋当直

につき、レーダー１台を６Ｍレンジとし、自動操舵により小値賀島西

方沖を約１３ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で南進し

ていた。 

 航海士Ａは、０４時２７分ごろ、レーダーで右舷船首４０°６.８

Ｍ付近に東進するＢ船を探知し、ＣＰＡ（最接近距離）がＡ船の船尾

方約１.２Ｍであることを知った。 

航海士Ａは、Ｂ船の動静をレーダーで監視し、ＣＰＡが減少してい

るものの、Ｂ船が同じ速力で航行しており、Ｂ船がＡ船の船尾方を通



 

過するつもりで航行していると思っていたところ、０４時４３分ご

ろ、Ｂ船が右舷船首３９°１.７Ｍ付近に接近し、衝突の危険を感じ

て汽笛を吹鳴し、手動操舵に切り換えて甲板手に左舵５°を命じた。 

 航海士Ａは、Ｂ船が更に接近するので、甲板手に左舵を命じ、再度

汽笛を吹鳴して左転していたところ、Ａ船の右舷船尾部とＢ船の船首

部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、法定灯火を表示し、東シナ海の

漁場を出発し、船長が、背もたれ付きの椅子に腰を掛けた姿勢で操船

に当たり、１２Ｍレンジとしたレーダーを作動させ、所属するまき網

漁の船団と共に小値賀島西方沖の漁場に向け、約１２～１３kn の速力

で自動操舵により、東進していた。 

船長Ｂは、レーダーで左舷船首４５°７～８Ｍ付近にＡ船を探知

し、双眼鏡でＡ船の白灯２個及び緑灯を確認し、Ａ船のエコートレイ

ルを見てＢ船の前路を右方に通過するように見えたので、Ｂ船がＡ船

の船尾方を通過していくと思い、航行を続けていたところ、いつしか

居眠りに陥った。 

船長Ｂは、衝撃を受けて目が覚め、Ａ船と衝突したことを知り、船

体の損傷状況を確認したところ、船首部の破損を認め、僚船船長に本

事故の発生を連絡し、僚船船長が１１８番通報した。 

船長Ｂは、居眠りした後、風波による圧流が小さくなってＢ船の針

路が右方に変わりＡ船と衝突したのかもしれないと本事故後に思っ

た。 

船長Ｂは、船団の操業指揮をとっており、不漁続きによる悩み事で

熟睡できない状態が続き、睡眠不足の状態であった。 

分析  

 

 Ａ船は、風力４の南風及び南西からの波高約１ｍのうねりを受ける

状況下、南進中、航海士Ａが、Ｂ船の動静をレーダーで監視し、Ｂ船

がＡ船の船尾方を通過すると思い、ほぼ同じ針路及び速力で航行を続

けたことから、Ｂ船が接近した際、衝突の危険を感じて左舵を取った

ものの、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 航海士Ａは、Ｂ船の動静をレーダーで監視し、ＣＰＡが減少してい

るものの、Ｂ船が同じ速力で航行していたことから、Ｂ船がＡ船の船

尾方を通過すると思ったものと考えられる。 

Ｂ船は、風力４の南風及び南西からの波高約１ｍのうねりを受ける

状況下、自動操舵で東進中、船長Ｂが、Ｂ船がＡ船の船尾方を通過し

ていくと思い、航行を続けるうちに居眠りに陥り、風波の影響による

圧流量が減り、Ｂ船が右方に偏位してＡ船に向かっていることに気付

かずに航行を続けたことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、睡眠不足の状態で椅子に腰を掛けた姿勢で航行を続けて

いたことから、覚醒水準が低下し、居眠りに陥ったものと考えられ

る。 



 

原因  本事故は、夜間、風力４の南風及び南西からの波高約１ｍのうねり

を受ける状況下、Ａ船が南進中、Ｂ船が自動操舵で東進中、航海士Ａ

が、Ｂ船がＡ船の船尾方を通過すると思い、ほぼ同じ針路及び速力で

航行を続け、また、船長Ｂが、Ｂ船がＡ船の船尾方を通過していくと

思い、航行を続けるうちに居眠りに陥り、風波の影響による圧流量が

減り、Ｂ船が右方に偏位してＡ船に向かっていることに気付かずに航

行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・大型船舶の船橋当直者は、小型船舶が自船の船尾方を近距離で通

過する情報を得た場合、自船の操縦性能及び外力の影響を考慮

し、早めに変針するなどして小型船舶との安全な航過距離を保つ

こと。  

・船長は、睡眠不足の状態で椅子に腰を掛けた姿勢で操船を続け

ず、立って身体を動かすなど居眠り運航の防止措置を採ること。 

 


